
徳
島
県
企
業
管
理
規
程
第
二
号

徳
島
県
企
業
局
会
計
年
度
任
用
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
二
月
十
七
日

徳
島
県
企
業
局
長

板

東

安

彦

徳
島
県
企
業
局
会
計
年
度
任
用
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

徳
島
県
企
業
局
会
計
年
度
任
用
職
員
給
与
規
程
（
令
和
二
年
徳
島
県
企
業
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

給
料
表
の
種
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
各
給
料
表
の
適
用
範
囲
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

行
政
職
給
料
表

他
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
な
い
全
て
の
職
員

二

技
能
労
務
職
給
料
表

技
能
労
務
職
員

第
二
条
第
二
項
中
、
「
前
項
」
の
下
に
「
第
一
号
」
を
加
え
、
「
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
」

の
下
に
「
、
同
項
第
二
号
の
技
能
労
務
職
給
料
表
は
会
計
年
度
任
用
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規

則
（
令
和
二
年
徳
島
県
規
則
第
五
号
）
第
二
条
の
規
定
の
」
を
加
え
る
。

第
三
条
第
一
項
中
、
「
別
表
第
四
」
を
「
別
表
第
五
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
技
能
労
務
職
員
の
職
務
の
等
級
の
分
類
の
基
準
と
な
る
べ
き
職
務
の
内
容
は
、
会
計
年
度

任
用
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
徳
島
県
規
則
第
五
号
）
第
三
条
の
規
定
の
例

に
よ
る
。

第
三
条
第
二
項
中
、
「
同
程
度
の
職
務
で
」
の
下
に
「
別
表
第
一
に
定
め
る
」
を
加
え
る
。

第
四
条
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

職
務
の
等
級
を
次
に
掲
げ
る
職
務
の
等
級
に
決
定
さ
れ
た
会
計
年
度
任
用
職
員
（
以
下
「
特
定
職

員
」
と
い
う
。
）

常
勤
職
員
（
条
例
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

と
の
均
衡
及
び
当
該
特
定
職
員
の
有
す
る
能
力
等
を
考
慮
し
て
決
定
す
る
号
俸

イ

行
政
職
給
料
表
の
二
級
及
び
三
級

ロ

技
能
労
務
職
給
料
表
の
二
級
以
上

第
四
条
第
二
項
中
、
「
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
」
の
下
に
「
給
料
表
の
別
に
応
じ
、
か
つ
、
」
を
加
え

る
。第

七
条
中
、
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
初
任
給
基
準
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ
行
政
職
給
料
表
初
任
給
基
準
表

職
名

初
任
給

上
限

専
門
業
務

１
級
2
1号
俸

１
級
3
3
号
俸

一
般
業
務

１
級
５
号
俸

１
級
1
7
号
俸

補
助
業
務

１
級
１
号
俸

１
級
５
号
俸



備
考

企
業
局
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
者
に
こ
の
表
を
適
用
す
る
場
合
は
そ
の
者
に
適
用
さ
れ

，

る
同
表
の
初
任
給
欄
及
び
上
限
欄
に
定
め
る
号
俸
の
号
数
に
四
を
加
え
て
得
た
数
を
号
数
と
す
る

号
俸
を
も
っ
て

そ
れ
ぞ
れ
同
欄
の
号
俸
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

，
。

ロ
技
能
労
務
職
給
料
表
初
任
給
基
準
表

職
名

初
任
給

上
限

技
能
労
務

１
級
2
9
号
俸

１
級
4
1
号
俸

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


